
写真判定装置及びフィニッシュタイマー貸し出し要項 

第 1 条  要項(基準、規定、規則、条件)の設定    
      関東学生陸上競技連盟（以後｢関東学連｣と略す）所有の写真判定装置及びフィニ 

ッシュタイマーの貸出要項を設定する。 
 

第 2 条  機器の名称及び仕様 
 (1) 写真判定装置       M F 7 0 0 V   1式 

       (2) スタート信号ケーブル    M F 1 5 3 S   1本 
           (3) スタート信号分岐 BOX   M F 1 6 0   1台   
       (4) 全自動フラッシュピストル M S 3 7 7   2丁 

(5) ピストル信号出力ケーブル M S 2 7 6   1本 
(6) 簡易携帯用無線         M S 4 2 1   2台 
(7) フィニッシュタイマー   M S 3 0 1   1台 
(8) レーンナンバー表示    M S 3 0 5   1台 
詳細は別紙を参照すること。 

 
第 3 条  貸し出し先対象 

①貸し出し対象は関東学連加盟校、および日本学生陸上競技連合とする。 
②同日に複数の貸し出し申し込みがあった場合、また、連続する２日間に異なる申し込みがあった場

合は、本連盟事務所にて公開抽選を行う。抽選日は申し込み締切日の翌日とし、抽選日が土・日・

休日の場合は、次の平日とする。 
     ③貸し出しの際には原則として、関東学連主催の当該装置取り扱い講習会受講者が６名以上いること

を条件とする。 
 ④再貸し出し（いわゆる又貸し）は禁止する。 

 
第４条  申し込み方法 

①申し込みは 2月と 7月の 2回とし、2月に次年度 4～9月分、7月に 10月～3月分を受け付ける。
申し込み時に第３条②に当てはまる場合は、公開抽選を行なう。 
②それ以降に空きがある場合には使用希望日の１ヶ月前まで申し込みを受け付け、先着順に貸し出す。 
③2 月と 7 月の申し込み期日の詳細については、2 ヶ月前までに各大学へ連絡する。申し込みは、関
東学連発行の申し込み用紙に必要事項を記載の上、郵送にて申し込むこと。  
また、申し込み用紙は本連盟ＨＰよりダウンロードできる。 

 
第 5 条  機器の引き渡し 
       機器の引き渡し、返却は倉庫(保管場所)での引き渡し(ex-warehouse)とし、引き渡しから返却まで

のすべての費用負担、並びに危険負担は、借主側が負うものとする。 
 
第 6 条  貸し出し期間 
       使用日の前日に貸し出し、使用日の翌日に返却のこと。       

 
第 7 条  貸し出し(レンタル)料金(使用料)                               
       基本料金は、貸し出し機材のすべて、あるいは一部に関わりなく使用１回につき１０万円（税込み）



とする。また、往復の運送料・消耗品は、借主の負担とする。 
  
第 8 条  支払い 
       予約確定後 1週間以内に銀行振り込みとする。                      
       振り込み手数料は借主負担とする。 
 
第 9 条  機器の操作・取り扱い 
       本連盟主催講習会を受講した学生が操作を行うこと。                    
 
第 10条 汚損、破損、紛失 
      ①汚損、破損、紛失が発生した場合、その費用は借主の負担とする。 

修理を要する場合、その修理は関東学連にゆだねる。絶対に借主が自ら修理をしてはならない。 
        ②修理後、修理にかかった費用を関東学連は借主に請求する。また、この修理に要する期間の貸し出

しはキャンセル扱いとする。 
 
第 11条 保険                            

輸送中のリスクに対しては、借主側が保険加入等により責任を負うものとする。 
 
第 12条 キャンセル料 
       使用予定日の 1週間前までのキャンセルについては、支払済み使用料は、振り込み手数料を差し引

き全額返却する。                                 
       以後のキャンセルについては、支払済み使用料の返却は行わない。 
       だたし、不可抗力により競技会が中止となった場合は、５０％を返却する。 

また、前の順番の借主の過失によって、次の借主が貸し出し機材の借用が受けられなかった場合（キ

ャンセル）、支払い済み使用料は、次の借主に振込み手数料を差し引き全額返却する。 
 
第 13条 危険負担 
      機器の引き渡しから返却まで、関東学連・借主いずれの責任にもよらない事由による機器の滅失・

毀損その他の損害負担は、すべて借主側が負うものとする。 
 
第 14条 延滞・超過料金 
      借主の都合により、返却が遅れた場合、借主は１日につき貸し出し料金の１０％を延滞料として支

払うものとする。 
 
第 15条   本要項に記載の無い事項は、民法第７節賃貸借の主旨にもとづき関東学連と借主の両者で取り決める。 
 
第 16条   本要項の改正は、本連盟規約第１２章６２条に準じて行う。 
 
第 17条   本要項は、平成１８年４月１日より施行される。 
        平成１８年４月 １日       制定 
       平成２０年３月２８日    一部改正 
       平成２０年４月３０日    一部改正 



 

機器の名称及び仕様 

収 納 品 名 数量 収 納 品 名 数量

カメラヘッド 1 
スタート信号マルチドラム 

（２台１セット） 
1 

液晶モニター 1 スタート信号ドラム（小） 3 

カメラレンズ（大） 1 スタート信号ドラム（大） 2 

カメラレンズ（小） 1 ＡＣドラム 3 

カメラ雲台 1 光カメラケーブルドラム 1 

カメラ雲台用台座（短） 1 光カメラケーブル（緑） 1 

カメラ雲台用台座（長） 1 モニター用 AC ケーブル（白） 1 

カメラ雲台用工具 1 本体ケース用 AC ケーブル（白） 1 

フィニッシュタイマー３ 1 スタート IN ケーブル（青） 1 

レーンナンバー表示盤 1 スタート OUT ケーブル（青） 1 

タイマー用操作盤 1 
タイマー用 

データケーブル（青） 
1 

ビーム（２個１セット） 1 
タイマー用 

ビームケーブル（青） 
1 

ビーム用三脚 2 
タイマー用 

リモートケーブル（青） 
1 

ビーム用三脚重り 2 タイマー用 AC ケーブル（黒） 1 

写真判定装置用三脚 1 
タイマー用 

ビーム AC ケーブル（黒） 
1 

写真判定装置用ＵＰＳ 1 
タイマー用 

データケーブル（緑） 
1 

写真判定装置用 

カメラヘッドカバー 
1 
タイマー用 

ビームケーブル（緑） 
1 

写真判定装置用白板 3 
タイマー連結ケーブル 

（２本１セット） 
1 

写真判定装置用 

カラープリンター 
1 スタート信号ケーブル（黒） 3 

トランシーバー 2 全自動ピストルケーブル（黒） 2 

ジャンクションＢＯＸ 1 全自動ピストル 2 


